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「イノベーション創出強化研究推進事業」審査基準 

 

基礎研究ステージ（チャレンジ型） １次（書面）審査基準 
【科学的ポイント 100点】＋【加算ポイント 20点】＝120点満点 

 
【項目１：科学的ポイント】（100 点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：30点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏
まえて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独
創性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方
にも存在する場合、先導性・優位性を持つ研究であ
るか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：20点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にさ
れているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
を目指す技術
や製品等のイ
ンパクトの高
さ 
（配点：30点） 

技術シーズを基にした製品・サービスの実現に
より、農林水産業・食品産業に高いインパクトが期
待できるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：20点） 

 費用対効果の面から研究コストは適切な水準
か。また、予算配分が効率的であり、人件費、設備
備品費及び外注費等で不要な経費が計上されてい
ないか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

（注）「新規性・先導性・優位性」及び「実用化・事業化を目指す技術や製品等のインパクト
の高さ」については、Ａは 30点、Ｂは 24点、Ｃは 18点、Ｄは 12点、Ｅは 6点とし、 
「目標の明確性・達成可能性」及び「研究計画の妥当性」については、Ａは 20点、Ｂは 16
点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、100点満点で評価点を算出する。 
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【加算ポイント合計：20点】 

 

【加算ポイント１：若手研究者からの提案】（10 点） 

加算の視点 基準 

 
研究グループに参画する研究統括者及び研究分担者の全てが令

和４年４月１日時点において、以下の（１）又は（２）のいずれ
かの条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・育児・社会人経験等、

研究に従事していない期間を提案書に記載し、研究に従事し
ていない期間を差し引くと、39歳以下となること 

 

該当する場合は、10点を
加算する。 

 

【加算ポイント２：「政策の推進上、重点を置く課題（重点課題）」】 

以下の施策・計画等に該当する項目がある場合は、そのうち最も高い点を加算ポイントとす

る（最大 10点）。 

※重複して該当する場合でも、加算の上限は 10点とし、重複加算は行わない。 

加算の視点 基準 

・みどりの食料システム戦略（～食料・農林水産業の生産力向上
と持続性の両立をイノベーションで実現～（令和 3 年 5 月 12 日
みどりの食料システム戦略本部決定。））の推進に資する研究課題 
 
※「みどりの食料システム戦略」及び「具体的な取組」について
は、以下の URLを参照 
 
（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/att
ach/pdf/index-7.pdf） 
 

該当する場合は、以下の
通り加算する。 
 
①「みどりの食料システム
戦略」のうち「具体的な取
組」に該当する課題：10点 
 
②その他「みどりの食料シ
ステム戦略」の推進に資す
る課題：６点 

・農福連携等の推進に資する提案 
「農福連携等推進ビジョン」に関係し、障がい者・高齢者を雇

用する生産現場等の技術開発を実施する提案 

該当する場合は、10点を
加算する。 

 

  

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
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基礎研究ステージ（基礎研究型） １次（書面）審査基準 
【科学的ポイント 100点】＋【加算ポイント 40点】＝140点満点 

 
 
【項目１：科学的ポイント】（100 点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：20点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏
まえて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独
創性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方
にも存在する場合、先導性・優位性を持つ研究であ
るか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：20点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にさ
れているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
に向けたロー
ドマップの妥
当性 
（配点：20点） 

 研究成果により想定される実用化・事業化のロ
ードマップは具体的かつ明確であるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

市場ニーズに
対する普及戦
略の妥当性 
（配点：10点） 

 研究成果の社会実装に向けた普及戦略が明確で
あり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：20点） 

 年度毎の研究計画及び目標等は具体的かつ実現
可能であるか。 
 各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目
間のつながりが明確であるか。 
 費用対効果の面から研究コストは適切な水準
か。また、予算配分が効率的であり、人件費、設備
備品費及び外注費等で不要な経費が計上されてい
ないか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 
（配点：10点） 

  参画機関数や連携が適切であり、また、参画機関
の能力に応じた役割分担が適切に行われている
か。 
  また、研究統括者や参画研究者のこれまでの業
績等から見た、研究遂行能力が適切であるか。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 
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（注）「新規性・先導性・優位性」、「目標の明確性・達成可能性」、「実用化・事業化に向
けたロードマップの妥当性」及び「研究計画の妥当性」については、Ａは 20 点、Ｂは 16
点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項目については、Ａは 10点、Ｂ
は８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、100 点満点で評価点を算出する。 

 
【加算ポイント合計：40 点】 

 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

いずれかに該当する場合は、加算を行う。（２項目間の重複加算は行わない）（最大 20点） 

加算の視点 基準 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームからの研
究課題提案について、「知」の集積と活用の場の趣旨に沿った活
動状況に関する、以下の点について確認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連携協議会主催イベントへ

の参加状況 
（２）研究開発プラットフォーム主催イベント等の実施状況 

Ａ：20点（高い） 

Ｂ：10点（標準的） 

Ｃ：２点（低い） 

の３段階で確認を行う 

平成 28 年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち
「研究ネットワーク形成事業」で採択された研究ネットワークか
ら立ち上げられた研究グループが、研究ネットワークの中核とな
る拠点機関の了解を得て応募した提案 

該当する場合は、10点を
加算する。 

 

【加算ポイント２：若手研究者からの提案】（10 点） 

加算の視点 基準 

研究グループに参画する研究統括者及び研究分担者の全てが令
和４年４月１日時点において、以下の（１）又は（２）のいずれ
かの条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・育児・社会人経験等、

研究に従事していない期間を提案書に記載し、研究に従事し
ていない期間を差し引くと、39歳以下となること 

該当する場合は、10点を
加算する。 
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【加算ポイント３：「政策の推進上、重点を置く課題（重点課題）」】 

以下の施策・計画等に該当する項目がある場合は、そのうち最も高い点を加算ポイントとす

る（最大 10点）。 

※重複して該当する場合でも、加算の上限は 10点とし、重複加算は行わない。 

 

加算の視点 基準 

 
・みどりの食料システム戦略（～食料・農林水産業の生産力向上
と持続性の両立をイノベーションで実現～（令和 3 年 5 月 12 日
みどりの食料システム戦略本部決定。））の推進に資する研究課題 
 
※「みどりの食料システム戦略」及び「具体的な取組」について
は、以下の URLを参照 
 
（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/att
ach/pdf/index-7.pdf） 

 

①「みどりの食料システム
戦略」のうち「具体的な取
組」に該当する課題：10点 
 
②その他「みどりの食料シ
ステム戦略」の推進に資す
る課題：６点 

・輸出促進に資する提案 
 「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令和２年１１月３０
日）」に即し、輸出重点品目を中心に輸出拡大が図られるよう、
海外市場を目指して社会実装するための研究開発を行う提案 

該当する場合は、10点を
加算する。 

・農福連携等の推進に資する提案 
「農福連携等推進ビジョン」に関係し、障がい者・高齢者を雇

用する生産現場等の技術開発を実施する提案 

該当する場合は、10点を
加算する。 

 
・「各種施策を促進するための措置」 
（１）～（６）のいずれかに該当する提案 
 
（１）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成 22 年法
律第 67 号。六次産業化・地産地消法。）における認定を受
けた又は認定を受けることを前提とした「研究開発・成果利
用事業計画」に基づき策定された研究課題 

（２）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に
関する法律（平成 20年法律第 38 号。農商工等連携促進法。）
において認定を受けた又は認定を受けることを前提とした
「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題 

（３）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）において認定を受け
た又は認定を受けることを前提とした「地域再生計画」にお
いて本事業に対する支援措置要望の記載がある研究課題 

 

該当する場合は、６点を
加算する。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
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（４）「グローバル・フードバリューチェーン戦略」（平成２６
年６月６日策定）への貢献を目的として、多国間や他国の研
究機関との間で、締結又は締結見込みである研究開発に係る
MOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）や Workplan（研
究計画）に基づく研究課題 

（５）総合特別区域計画法（平成 23 年法律第 81 号）に基づき、
先駆的取組を行う実現可能性の高い地域に国と地域の政策資
源を集中し、オーダーメイドで総合的に支援する地域として
認定を受けた「総合特別区域計画」に基づく研究課題 

（６）「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地
域が直面している「超高齢化・人口減少社会における持続可
能の都市・地域の形成」及び「地域産業の成長・雇用の維持
創出」の施策テーマの成功事例（モデルケース）として選定
された地域活性化プラットフォームのモデルケースから提案
された研究課題 
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応用研究ステージ（基礎研究発展型・産学連携構築型） １次（書面）審査基準 
【科学的ポイント 100点】＋【加算ポイント 60点】＝160点満点 

 
【項目１：科学的ポイント】（100 点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：10点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏
まえて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独
創性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方
にも存在する場合、先導性・優位性を持つ研究であ
るか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：20点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にさ
れているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
に向けたロー
ドマップの妥
当性 
（配点：20点） 

 研究成果により想定される実用化・事業化のロ
ードマップは具体的かつ明確か。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

市場ニーズに
対する販売・普
及戦略の妥当
性 
（配点：20点） 

研究成果の社会実装に向けた販売・普及戦略が
明確であり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：20点） 

 年度毎の研究計画及び目標等は具体的で実現可
能であるか。 
 各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目
間のつながりが明確であるか。 
費用対効果の面から研究コストは適切な水準

か。また、予算配分が効率的であり、人件費、設備
備品費及び外注費等で不要な経費が計上されてい
ないか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 
（配点：10点） 

  社会実装に向けた参画機関数や連携が適切であ
り、また、参画機関の能力に応じた役割分担が適切
に行われているか。 
  また、研究総括者や参画研究者はこれまでの業
績等から見た研究遂行能力が適切であるか。 
 産学連携構築型：民間企業等の参画に際し、マッ
チングファンド方式について、社会実装する意思
を明確に示しているか。 
 基礎研究発展型：都道府県（普及担当）・JA 等
の組織が参画し、現場普及に向けて適切な体制が
築かれているか。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 
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（注）「目標の明確性・達成可能性」、「実用化・事業化に向けたロードマップの妥当性」、
「市場ニーズに対する販売・普及戦略の妥当性」及び「研究計画の妥当性」については、
Ａは 20 点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項目について
は、Ａは 10点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、100点満点で評価点を算
出する。 

 
【加算ポイント】（60点） 
 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

いずれかに該当する場合は、加算を行う。（２項目間の重複加算は行わない）（最大 20点） 

加算の視点 基準 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームからの研
究課題提案について、「知」の集積と活用の場の趣旨に沿った活
動実績に関する、以下の点について確認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連携協議会主催イベントへ

の参加状況 
（２）研究開発プラットフォーム主催イベント等の実施状況 

Ａ：20点（高い） 

Ｂ：10点（標準的） 

Ｃ：２点（低い） 

の３段階で確認を行う 

平成 28 年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち
「研究ネットワーク形成事業」で採択された研究ネットワークか
ら立ち上げられた研究グループが、研究ネットワークの中核とな
る拠点機関の了解を得て応募した提案 

該当する場合は、10点を
加算する。 

 

【加算ポイント２】（各項目の配点は、以下基準のとおり。）（最大 30点） 

加算の視点 基準 

マッチングファンド方式における企業負担額 
 

【産学連携構築型のみ】 
各企業の負担額の平均

に応じて以下のとおり加
算する。 
① 500 万円以上：10点 
②1,000万円以上：20点 

・若手研究者からの提案 
研究グループに参画する研究統括者及び研究分担者の全てが令

和４年４月１日時点において、以下の（１）又は（２）のいずれ
かの条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・育児・社会人経験等、
研究に従事していない期間を提案書に記載し、研究に従事してい
ない期間を差し引くと、39歳以下となること 

該当する場合は、10点を
加算する。 
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【加算ポイント３：「政策の推進上、重点を置く課題（重点課題）」】 

以下の施策・計画等に該当する項目がある場合は、そのうち最も高い点を加算ポイントとす

る（最大 10点）。 

※重複して該当する場合でも、加算の上限は 10点とし、重複加算は行わない。 

加算の視点 基準 

 
・みどりの食料システム戦略（～食料・農林水産業の生産力向上
と持続性の両立をイノベーションで実現～（令和 3 年 5 月 12 日
みどりの食料システム戦略本部決定。））の推進に資する研究課題 
 
※「みどりの食料システム戦略」及び「具体的な取組」について
は、以下の URLを参照 
 
（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/att
ach/pdf/index-7.pdf） 
 

①「みどりの食料システム
戦略」のうち「具体的な取
組」に該当する課題：10点 
 
②その他「みどりの食料シ
ステム戦略」の推進に資す
る課題：６点 

 
・輸出促進に資する提案 

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令和２年１１月３０
日）」に即し、輸出重点品目を中心に輸出拡大が図られるよう、
海外市場を目指して社会実装するための研究開発を行う提案 
 
※「輸出拡大に向けた技術的課題」（令和３年３月 31 日公表）
については、以下の URLを参照 

 
（https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kad
ai.pdf） 

該当する場合は、以下の点
を加算する。 
 
①「輸出拡大に向けた技術
的課題」に該当する課題：
10点 
②その他輸出促進に資す
る課題：６点 

・農福連携等の推進に資する提案 
「農福連携等推進ビジョン」に関係し、障がい者・高齢者を雇

用する生産現場等の技術開発を実施する提案 

該当する場合は、10点を
加算する。 

 
・「各種施策を促進するための措置」 
（１）～（６）のいずれかに該当する提案 
 
（１）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成 22 年法
律第 67 号。六次産業化・地産地消法。）における認定を受
けた又は認定を受けることを前提とした「研究開発・成果利
用事業計画」に基づき策定された研究課題 

（２）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に
関する法律（平成 20年法律第 38 号。農商工等連携促進法。）
において認定を受けた又は認定を受けることを前提とした

該当する場合は、６点を
加算する。 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
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「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題 
（３）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）において認定を受け

た又は認定を受けることを前提とした「地域再生計画」にお
いて本事業に対する支援措置要望の記載がある研究課題 

（４）「グローバル・フードバリューチェーン戦略」（平成２６
年６月６日策定）への貢献を目的として、多国間や他国の研
究機関との間で、締結又は締結見込みである研究開発に係る
MOC（Memorandum of Cooperation：協力覚書）や Workplan（研
究計画）に基づく研究課題 

（５）総合特別区域計画法（平成 23 年法律第 81 号）に基づき、
先駆的取組を行う実現可能性の高い地域に国と地域の政策資
源を集中し、オーダーメイドで総合的に支援する地域として
認定を受けた「総合特別区域計画」に基づく研究課題 

（６）「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地
域が直面している「超高齢化・人口減少社会における持続可
能の都市・地域の形成」及び「地域産業の成長・雇用の維持
創出」の施策テーマの成功事例（モデルケース）として選定
された地域活性化プラットフォームのモデルケースから提案
された研究課題 
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開発研究ステージ（現場課題解決型・実用化研究型・導入等実証強化型）  
１次（書面）審査基準 

【科学的ポイント 100点】＋【加算ポイント 60点】＝160点満点 
 
【項目１：科学的ポイント】（100 点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：10点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏
まえて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独
創性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方
にも存在する場合、先導性・優位性を持つ研究であ
るか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：20点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にさ
れているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
に向けたロー
ドマップの妥
当性 
（配点：20点） 

 研究成果により想定される実用化・事業化のロ
ードマップは具体的かつ明確か。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

市場ニーズに
対する販売・普
及戦略の妥当
性 
（配点：20点） 

研究成果の社会実装に向けた販売・普及戦略が
明確であり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：20点） 

 年度毎の研究計画及び目標等は具体的かつ実現
可能であるか。 
 各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目
間のつながりが明確であるか。 
費用対効果の面から研究コストは適切な水準

か。また、予算配分が効率的であり、人件費、設備
備品費及び外注費等で不要な経費が計上されてい
ないか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 
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研究実施体制 
（配点：10点） 

社会実装に向けた参画機関数や連携が適切であ
り、また、参画機関の能力に応じた役割分担が適切
に行われているか。 
  また、研究総括者や参画研究者のこれまでの業
績等から見た研究遂行能力は適切か。 
 
 現場課題解決型：都道府県（普及担当）・JA 等
の組織が参画し、現場普及に向けて適切な体制が
築かれているか。 
 
 実用化研究型：民間企業等の参画に際し、マッチ
ングファンド方式について、社会実装する意思を
明確に示しているか。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

（注）「目標の明確性・達成可能性」、「実用化・事業化に向けたロードマップの妥当性」、
「市場ニーズに対する販売・普及戦略の妥当性」及び「研究計画の妥当性」については、
Ａは 20 点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項目について
は、Ａは 10点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、100点満点で評価点を算
出する。 

 
 
【加算ポイント】（60点） 
 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

いずれかに該当する場合は、加算を行う。（２項目間の重複加算は行わない）（最大 20点） 

加算の視点 基準 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームからの研
究課題提案について、「知」の集積と活用の場の趣旨に沿った活
動実績に関する、以下の点について確認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連携協議会主催イベントへ

の参加状況 
（２）研究開発プラットフォーム主催イベント等の実施状況  

Ａ：20点（高い） 

Ｂ：10点（標準的） 

Ｃ：２点（低い） 

の３段階で確認を行う 

平成 28 年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち
「研究ネットワーク形成事業」で採択された研究ネットワークか
ら立ち上げられた研究グループが、研究ネットワークの中核とな
る拠点機関の了解を得て応募した提案 

該当する場合は、10 点を
加算する。 
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【加算ポイント２】（各項目の配点は、以下基準のとおり。）（最大 30点） 

加算の視点 基準 

・マッチングファンド方式における企業負担額 
※現場課題解決型は適用しない。 

【実用化研究型及び導入
等実証強化型】 
各企業の負担額の平均

に応じて以下のとおり加
算する。 
① 500万円以上：10点 
② 1,000 万円以上：20点 

・若手研究者からの提案 
研究グループに参画する研究統括者及び研究分担者の全てが令

和４年４月１日時点において、以下の（１）又は（２）のいずれか
の条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・育児・社会人経験等、研
究に従事していない期間を提案書に記載し、研究に従事していな
い期間を差し引くと、39歳以下となること 

該当する場合は、10点
を加算する。 

 

【加算ポイント３：「政策の推進上、重点を置く課題（重点課題）」】 

以下の施策・計画等に該当する項目がある場合は、そのうち最も高い点を加算ポイントとす

る（最大 10点）。 ※重複して該当する場合でも、加算の上限は 10点とする。 

加算の視点 基準 

・みどりの食料システム戦略（～食料・農林水産業の生産力向上と 
持続性の両立をイノベーションで実現～（令和 3年 5月 12日み 
どりの食料システム戦略本部決定。））の推進に資する研究課題 
 
※「みどりの食料システム戦略」及び「具体的な取組」については、
以下の URL を参照 
 
（ https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/att
ach/pdf/index-7.pdf） 

該当する場合は、以下
の通り加算する。 
 
①「みどりの食料システ
ム戦略」のうち「具体的な
取組」に該当する場合：10
点 
 
②その他「みどりの食料
システム戦略」の推進に
資する課題：６点 

 
・輸出促進に資する提案 
  「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令和２年１１月３０
日）」に即し、輸出重点品目を中心に輸出拡大が図られるよう、海
外市場を目指して社会実装するための研究開発を行う提案 

 
※「輸出拡大に向けた技術的課題」（令和３年３月 31日公表）に
ついては、以下の URLを参照 

（ https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kad
ai.pdf） 

該当する場合は、以下
のとおり加算する。 
 
①「輸出拡大に向けた技
術的課題」に該当する課
題：10点 
 
②その他輸出促進に資す
る課題：６点 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
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・農福連携等の推進に資する提案 
「農福連携等推進ビジョン」に関係し、障がい者・高齢者を雇用
する生産現場等の技術開発を実施する提案 

該当する場合は、10点
を加算する。 

・スマート農業の推進に資する研究課題 
①スマート農業の実現に向け、先端技術を活用することによ

り農業の生産性向上、農産物の品質向上及び流通合理化に
資する技術開発を行う研究提案 

②地域（中山間地域）や品目（露地野菜、果樹）ごとの空白領
域に対応したスマート農業の実現に資する研究課題 

③スマート農業支援サービスの創出・活用に資する研究課題 

①のみに該当＝６点 
①＋②あるいは①＋③ 
に該当＝10点 
を加算する。 

 
・「各種施策を促進するための措置」 
（１）～（６）のいずれかに該当する提案 
 
（１）地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成 22 年法律
第 67 号。六次産業化・地産地消法。）における認定を受けた
又は認定を受けることを前提とした「研究開発・成果利用事業
計画」に基づき策定された研究課題 

（２）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に
関する法律（平成 20年法律第 38 号。農商工等連携促進法。）
において認定を受けた又は認定を受けることを前提とした
「農商工連携等事業計画」に基づき策定された研究課題 

（３）地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）において認定を受け
た又は認定を受けることを前提とした「地域再生計画」におい
て本事業に対する支援措置要望の記載がある研究課題 

（４）「グローバル・フードバリューチェーン戦略」（平成２６年
６月６日策定）への貢献を目的として、多国間や他国の研究機
関との間で、締結又は締結見込みである研究開発に係る MOC
（Memorandum of Cooperation：協力覚書）や Workplan（研究
計画）に基づく研究課題 

（５）総合特別区域計画法（平成 23 年法律第 81 号）に基づき、
先駆的取組を行う実現可能性の高い地域に国と地域の政策資
源を集中し、オーダーメイドで総合的に支援する地域として
認定を受けた「総合特別区域計画」に基づく研究課題 

（６）「地域活性化の推進に関する関係閣僚等会合に基づき、地域
が直面している「超高齢化・人口減少社会における持続可能の
都市・地域の形成」及び「地域産業の成長・雇用の維持創出」
の施策テーマの成功事例（モデルケース）として選定された地
域活性化プラットフォームのモデルケースから提案された研
究課題 

該当する場合は、６点
を加算する。 
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開発研究ステージ（開発技術海外展開型） １次（書面）審査基準 
【科学的ポイント 100点】＋【加算ポイント 60点】＝160点満点 

 
 
【項目１：科学的ポイント】（100 点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

海外（現地）に
おける技術の
有用性・優位性 
（配点：30点） 

 開発された技術が現地において効果的であり、
有用性の高い技術であるか。 
また、現地において研技術水準が高く類似する

研究成果が他方にも存在する場合、優位性を持つ
研究であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：20点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にさ
れていること。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

海外（現地）に
おける実用化・
事業化への可
能性 
（配点：20点） 

 実用化・事業化のロードマップが具体的かつ明
確であり、実現が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

市場ニーズに
対する販売・普
及戦略の妥当
性 
（配点：20点） 

研究成果の社会実装に向けた販売・普及戦略が
明確であり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 
（配点：10点） 

社会実装に向けた参画機関数や連携が適切であ
り、また、参画機関の能力に応じた役割分担が適切
に行われているか。 
  また、研究総括者や参画研究者のこれまでの業
績等から見た研究遂行能力は適切か。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

（注）「海外（現地）における技術の有用性・優位性」については、Ａは 30点、Ｂは 25点、
Ｃは 20 点、Ｄは 15点、Ｅは 10点とし、「目標の明確性・達成可能性」、「海外（現地）
における実用化・事業化への可能性」及び「市場ニーズに対する販売・普及戦略の妥当性」
については、Ａは 20点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、「研究実施体
制」については、Ａは 10点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、100点満点
で評価点を算出する。 
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【加算ポイント】（60点） 
 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

いずれかに該当する場合は、加算を行う。（２項目間の重複加算は行わない）（最大 20点） 

加算の視点 基準 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プラットフォームからの研
究課題提案について、「知」の集積と活用の場の趣旨に沿った活
動実績に関する、以下の点について確認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連携協議会主催イベントへ

の参加状況 
（２）研究開発プラットフォーム主催イベント等の実施状況  

Ａ：20点（高い） 

Ｂ：10点（標準的） 

Ｃ：２点（低い） 

の３段階で確認を行う 

平成 28 年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」のうち
「研究ネットワーク形成事業」で採択された研究ネットワークか
ら立ち上げられた研究グループが、研究ネットワークの中核とな
る拠点機関の了解を得て応募した提案  

該当する場合は、10点を
加算する。 

 

【加算ポイント２】（各項目の配点は、以下基準のとおり。）（最大 30点） 

加算の視点 基準 

・マッチングファンド方式における企業負担額 

各企業の負担額の平均
に応じて以下のとおり加
算する。 
① 500 万円以上：10点 
②1,000万円以上：20点 

・若手研究者からの提案 
研究グループに参画する研究統括者及び研究分担者の全てが令

和４年４月１日時点において、以下の（１）又は（２）のいずれか
の条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・育児・社会人経験等、研
究に従事していない期間を提案書に記載し、研究に従事していな
い期間を差し引くと、39歳以下となること 

該当する場合は、10点
を加算する。 
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【加算ポイント３：「政策の推進上、重点を置く課題（重点課題）」】 

以下の施策・計画等に該当する項目がある場合は、そのうち最も高い点を加算ポイントとす

る（最大 10点）。 

※重複して該当する場合でも、加算の上限は 10点とし、重複加算は行わない。 

加算の視点 基準 

・みどりの食料システム戦略（～食料・農林水産業の生産力向上と 
持続性の両立をイノベーションで実現～（令和 3年 5月 12日みど 
りの食料システム戦略本部決定。））の推進に資する研究課題 
 
※「みどりの食料システム戦略」及び「具体的な取組」については、
以下の URL を参照 
 
（ https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/att
ach/pdf/index-7.pdf） 
 

該当する場合は、以下の
通り加算する。 
 
①「みどりの食料システ
ム戦略」のうち「具体的な
取組」に該当する課題：10
点 
 
②その他「みどりの食料 
システム戦略」の推進に
資する課題：６点 

 
・輸出促進に資する提案 
  「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（令和２年１１月３０

日）」に即し、輸出重点品目を中心に輸出拡大が図られるよう、
海外市場を目指して社会実装するための研究開発を行う提案 

 
※「輸出拡大に向けた技術的課題」（令和３年３月 31日公表）に
ついては、以下の URLを参照 

 
（ https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kad
ai.pdf） 
 

該当する場合は、以下の
通り加算する。 
 
①「輸出拡大に向けた技
術的課題」に該当する課
題：10点 
 
②その他輸出促進に資す
る課題：６点 

・スマート農業の推進に資する研究課題 
①スマート農業の実現に向け、先端技術を活用することにより

農業の生産性向上、農産物の品質向上及び流通合理化に資す
る技術開発を行う研究提案 

②地域（中山間地域）や品目（露地野菜、果樹）ごとの空白領域
に対応したスマート農業の実現に資する研究課題 

③スマート農業支援サービスの創出・活用に資する研究課題 

①のみに該当＝６点 
①＋②あるいは①＋③ 
に該当＝10点 
を加算する。 

  

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-7.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/yushutsu_kadai/pdf/kadai.pdf
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基礎研究ステージ（チャレンジ型） ２次（面接）審査基準 
【科学的ポイント 100点】＋【加算ポイント 10点】＝110点満点 

 
【項目１：科学的ポイント】（100 点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：30点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏
まえて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独
創性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方
にも存在する場合、先導性・優位性を持つ研究であ
るか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：20点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にさ
れているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
を目指す技術
や製品等のイ
ンパクトの高
さ 
（配点：30点） 

技術シーズを基にした製品・サービスの実現に
より、農林水産業・食品産業に高いインパクトが期
待できるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：20点） 

 費用対効果の面から研究コストが適切な水準で
あるか。また、予算配分が効率的であり、人件費、
設備備品費及び外注費等で不要な経費が計上され
ていないか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

（注）「新規性・先導性・優位性」及び「実用化・事業化を目指す技術や製品等のインパクト
の高さ」については、Ａは 30点、Ｂは 24点、Ｃは 18点、Ｄは 12点、Ｅは 6点とし、 

「目標の明確性・達成可能性」及び「研究計画の妥当性」については、Ａは 20 点、Ｂは 16
点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、100点満点で評価点を算出する。 

 

【加算ポイント】（10点） 

加算の視点 基準 

・若手研究者からの提案 
研究グループに参画する研究統括者及び研究分担者の全てが令

和４年４月１日時点において、以下の（１）又は（２）のいずれ
かの条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・育児・社会人経験等、

研究に従事していない期間を提案書に記載し、研究に従事し
ていない期間を差し引くと、39歳以下となること 

該当する場合は、10点を
加算する。 
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基礎研究ステージ（基礎研究型） ２次（面接）審査基準 
【科学的ポイント 80点】＋【行政的ポイント 20点】＋【加算ポイント 30点】＝130 点満点 

 
【項目１：科学的ポイント】（80点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：20点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏ま
えて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独創
性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方に
も存在する場合、先導性・優位性を持つ研究である
か。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：10点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にされ
ているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
に向けたロー
ドマップの妥
当性 
（配点：20点） 

研究成果により想定される実用化・事業化のロー
ドマップが具体的かつ明確であるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

市場ニーズに
対する普及戦
略の妥当性 
（配点：10点） 

研究成果の社会実装に向けた普及戦略が明確であ
り、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：10点） 

 年度毎の研究計画及び目標等は具体的で実現可能
であるか。  
 各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目間
のつながりが明確であるか。 
費用対効果の面から研究コストが適切な水準であ

るか。また、予算配分が効率的であり、人件費、設
備備品費及び外注費等で不要な経費が計上されてい
ないか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 
（配点：10点） 

  参画機関数や連携が適切であり、また、参画機関
の能力に応じた役割分担が適切に行われているか。 
  また、研究統括者や参画研究者のこれまでの業績
等から見た、研究遂行能力が適切か。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 
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（注）「新規性・先導性・優位性」及び「実用化・事業化に向けたロードマップの妥当性」に
ついては、Ａは 20点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項
目については、Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、80 点満点で
評価点を算出する。 

 
【項目２：行政的ポイント】（20点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

行政的な必要
性 
（配点：10点） 

「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産業・
地域の活力創造プラン」、「農業競争力強化プログ
ラム」等を考慮し、行政的にみて、重要性、将来性
の観点から必要性があるか。 
「科学技術基本計画」や「統合イノベーション戦

略」、「農林水産研究基本計画」等、国の科学技術
政策との整合性があるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

農林水産業・食
品産業への貢
献 
（配点：10点） 

  行政的にみて、研究成果が活用され普及・実用化
されることにより、農林水産業・食品産業への貢献
が期待できるか。 
 技術的な課題解決や新たな事業の創出につながる
成果を生み出すことが期待されるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、20 点満点で評価点を算出
する。 

 

【加算ポイント合計：30点】 

 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

いずれかに該当する場合は、加算を行う。（２項目間の重複加算は行わない）（最大 20点） 

項目 加算の視点 基準 

「知」の集積と活用の場
研究開発プラットフォ
ームからの提案 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プラ
ットフォームからの研究課題提案につい
て、「知」の集積と活用の場の趣旨に沿った
活動実績に関する、以下の点について確認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連携協

議会主催イベントへの参加状況 
（２）研究開発プラットフォーム主催イベ

ント等の実施状況 

Ａ：20点（高い） 
Ｂ：10点（標準的） 
Ｃ：２点（低い） 
の３段階で確認を行う 

「研究ネットワーク」か
らの提案 

「知」の集積と活用の場以外からの提案
であり、平成 28年度補正予算「革新的技術
開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワ
ーク事業」で採択された研究ネットワーク
から立ち上げられた研究グループが、研究
ネットワークの中核となる拠点機関の了解
を得て応募した提案の場合 

該当する場合は、６
点を加算する。 



21 
 

 

【加算ポイント２：若手研究者からの提案】（10 点） 

項目 加算の視点 基準 

若手研究者からの提案 

研究グループに参画する研究統括者及び
研究分担者の全てが令和４年４月１日時点
において、以下の（１）又は（２）のいずれ
かの条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・

育児・社会人経験等、研究に従事して
いない期間を提案書に記載し、研究に
従事していない期間を差し引くと、39
歳以下となること 

該当する場合は、10
点を加算する。 
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応用研究ステージ（基礎研究発展型・産学連携構築型） 
 ２次（面接）審査基準 

【科学的ポイント 70点】＋【行政的ポイント 30点】＋【加算ポイント 30点】＝130 点満点 
 
【項目１：科学的ポイント】（70点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：10点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏ま
えて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独創
性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方に
も存在する場合、先導性・優位性を持つ研究である
か。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：10点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にされ
ているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
に向けたロー
ドマップの妥
当性 
（配点：20点） 

研究成果により想定される実用化・事業化のロード
マップが具体的かつ明確であるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

市場ニーズに
対する販売・普
及戦略の妥当
性 
（配点：10点） 

  研究成果の社会実装に向けた販売・普及戦略が明
確であり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：10点） 

 年度毎の研究計画及び目標等は具体的で実現可能
であるか。 
 各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目間
のつながりが明確であるか。 
 費用対効果の面から研究コストが適切な水準であ
るか。また、予算配分が効率的であり、人件費、設
備備品費及び外注費等で不要な経費が計上されてい
ないか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 
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研究実施体制 
（配点：10点） 

参画機関数や連携が適切であり、また、参画機関の
能力に応じた役割分担が適切に行われていること。 
  また、研究総括者や参画研究者のこれまでの業績
等から見た、研究遂行能力が適切か。 
 
 産学連携構築型：民間企業等の参画に際し、マッ
チングファンド方式について、社会実装する意思を
明確に示しているか。 
 
 基礎研究発展型：都道府県（普及担当）・JA等の
組織が参画し、現場普及に向けて適切な体制が築か
れているか。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

（注）「実用化・事業化に向けたロードマップの妥当性」については、Ａは 20点、Ｂは 16点、
Ｃは 12 点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その他の審査項目については、Ａは 10点、Ｂは８
点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、70 点満点で評価点を算出する。 

 
 
【項目２：行政的ポイント】（30点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

行政的な必要
性 
（配点：20点） 

「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産業・
地域の活力創造プラン」、「農業競争力強化プログ
ラム」等を考慮し、行政的にみて、重要性、発展性
の観点から必要性があるか。 

「科学技術基本計画」や「統合イノベーション戦
略」、「農林水産研究基本計画」等、国の科学技術
政策との整合性があるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

農林水産業・食
品産業への貢
献 
（配点：10点） 

  行政的にみて、研究成果が活用され普及・実用化
されることにより、農林水産業・食品産業への貢献
が期待できるか。 
 技術的な課題解決や新たな事業や市場の創出につ
ながる成果を生み出すことが期待されるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）「行政的な必要性」については、Ａは 20点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４
点とし、「農林水産業・食品産業への貢献」については、Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６
点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、30点満点で評価点を算出する。 
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【加算ポイント合計：30点】 

 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

いずれかに該当する場合は、加算を行う（２項目間の重複加算は行わない）。（最大 20点） 

項目 加算の視点 基準 

「知」の集積と活用の場
研究開発プラットフォ
ームからの提案 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プラ
ットフォームからの研究課題提案につい
て、「知」の集積と活用の場の趣旨に沿った
活動実績に関する、以下の点について確認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連携協

議会主催イベントへの参加状況 
（２）研究開発プラットフォーム主催イベ

ント等の実施状況 

【基礎研究発展型】 
Ａ：10点（高い） 
Ｂ：６点（標準的） 
Ｃ：２点（低い） 
 
【産学連携構築型】 
Ａ：20点（高い） 
Ｂ：10点（標準的） 
Ｃ：２点（低い） 
 
の３段階で確認を行う 

「研究ネットワーク」か
らの提案 

「知」の集積と活用の場以外からの提案
であり、平成 28年度補正予算「革新的技術
開発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワ
ーク事業」で採択された研究ネットワーク
から立ち上げられた研究グループが、研究
ネットワークの中核となる拠点機関の了解
を得て応募した提案の場合 

該当する場合は、６
点を加算する。 

 

【加算ポイント２：若手研究者からの提案】（10 点） 

項目 加算の視点 基準 

若手研究者からの提案 

研究グループに参画する研究統括者及び
研究分担者の全てが令和４年４月１日時点
において、以下の（１）又は（２）のいずれ
かの条件を満たす研究者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・

育児・社会人経験等、研究に従事して
いない期間を提案書に記載し、研究に
従事していない期間を差し引くと、39
歳以下となること 

該当する場合は、10
点を加算する。 
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開発研究ステージ（現場課題解決型・実用化研究型・導入等実証強化型） 
 ２次（面接）審査基準 

【科学的ポイント 60点】＋【行政的ポイント 40点】＋【加算ポイント 30点】＝130 点満点 
 
【項目１：科学的ポイント】（60点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：5点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏ま
えて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独創
性があるか。 
 また、技術水準が高く類似する研究成果が他方に
も存在する場合、先導性・優位性を持つ研究である
か。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：10点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にされ
ているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う  

実用化・事業化
に向けたロー
ドマップの妥
当性 
（配点：20点） 

 研究成果により想定される実用化・事業化のロー
ドマップが具体的かつ明確であるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 
 

市場ニーズに
対する販売・普
及戦略の妥当
性 
（配点：10点） 

  研究成果の社会実装に向けた販売・普及戦略が明
確であり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う  

研究計画の妥
当性 
（配点：10点） 

年度毎の研究計画及び目標等は具体的で実現可能
であるか。 
 各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目間
のつながりが明確であるか。 
費用対効果の面から研究コストが適切な水準である
か。また、予算配分が効率的であり、人件費、設備
備品費及び外注費等で不要な経費が計上されていな
いか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 
（配点：5点） 

社会実装に向けた参画機関数や連携が適切であ
り、また、参画機関の能力に応じた役割分担が適切
に行われているか。 
  また、研究総括者や参画研究者のこれまでの業績
等から見た、研究遂行能力が適切であるか。 
現場課題解決型：都道府県（普及担当）・JA等の

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 
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組織が参画し、現場普及に向けて適切な体制が築か
れているか。 

 
 実用化研究型：民間企業等の参画に際し、マッチ
ングファンド方式について、社会実装する意思を明
確に示しているか。 

注）「実用化・事業化に向けたロードマップの妥当性」については、Ａは 20点、Ｂは 16点、 
Ｃは 12 点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、「目標の明確性・達成可能性」、「市場ニーズに対す
る販売・普及戦略の妥当性」及び「研究計画の妥当性」については、Ａは 10点、Ｂは８点、
Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、「新規性・先導性・優位性」及び「研究実施体制」に
ついては、Ａは５点、Ｂは４点、Ｃは３点、Ｄは２点、Ｅは１点とし、60点満点で評価点を
算出する。 

 
【項目２：行政的ポイント】（40点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

行政的な必要性 
（配点：20点） 

「食料・農業・農村基本計画」、「農林水産業・
地域の活力創造プラン」、「農業競争力強化プロ
グラム」等を考慮し、行政的にみて、重要性の観
点から必要性があるか。 
「科学技術基本計画」や「統合イノベーション

戦略」、「農林水産研究基本計画」等、国の科学技
術政策との整合性があるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

現場課題解決型

のみ： 

生産現場等から

の必要性 

（配点：10点） 

研究成果が農林水産・食品分野の生産現場、実
需者等からのニーズがあるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

農林水産業・食品
産業への貢献 
（配点：現場課題
解決型 10 点、実
用化研究型・導入
等実証強化型 20
点） 

 行政的にみて、研究成果が活用され普及・実用
化されることにより、農林水産業・食品産業への
貢献が期待できるか。 
 技術的な課題解決や新たな事業や市場の創出に
つながる成果を生み出すことが期待されるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）現場課題解決型：「行政的な必要性」については、Ａは 20点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、
Ｄは８点、Ｅは４点とし、「生産現場等からの必要性」及び「農林水産業・食品産業への貢
献」については、Ａは 10点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、40点満点で評
価点を算出する。 

  実用化研究型・導入等実証強化型：Ａは 20点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４
点とし、40点満点で評価点を算出する。 
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【加算ポイント合計：30 点】 

 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

 ずれかに該当する場合は、加算を行う（２項目間の重複加算は行わない）。（最大 20点） 

項目 加算の視点 基準 

「知」の集積と活用の場
研究開発プラットフォー
ムからの提案 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プラ
ットフォームからの研究課題提案につい
て、「知」の集積と活用の場の趣旨に沿っ
た活動実績に関する、以下の点について確
認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連携

協議会主催イベントへの参加状況 
（２）研究開発プラットフォーム主催イベ

ント等の実施状況 

【現場課題解決型】 
Ａ：10点（高い） 
Ｂ：６点（標準的） 
Ｃ：２点（低い） 
 
【実用化研究型・導入
等実証強化型】 
Ａ：20点（高い） 
Ｂ：10点（標準的） 
Ｃ：２点（低い） 
 
の３段階で加算を行
う 

「研究ネットワーク」か
らの提案 

「知」の集積と活用の場以外からの提案で
あり、平成 28年度補正予算「革新的技術開
発・緊急展開事業」のうち「研究ネットワ
ーク事業」で採択された研究ネットワーク
から立ち上げられた研究グループが、研究
ネットワークの中核となる拠点機関の了
解を得て応募した提案の場合 

該当する場合は、６
点を加算する。 

 

【加算ポイント２：若手研究者からの提案】（10 点） 

項目 加算の視点 基準 

若手研究者からの提案 

研究グループに参画する研究統括者及
び研究分担者の全てが令和４年４月１日
時点において、以下の（１）又は（２）の
いずれかの条件を満たす研究者であるこ
と。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42歳以下の研究者であって、出産・

育児・社会人経験等、研究に従事して
いない期間を提案書に記載し、研究に
従事していない期間を差し引くと、39
歳以下となること 

該当する場合は、10
点を加算する。 
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開発研究ステージ（開発技術海外展開型） ２次（面接）審査基準 
【科学的ポイント 80点】＋【行政的ポイント 20点】＋【加算ポイント 30点】＝130 点満点 
 
【項目１：科学的ポイント 審査基準】（80点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

海外（現地）に
おける技術の
有用性・優位性 
（配点：30点） 

 開発された技術が現地において効果的であり、
有用性の高い技術であるか。 
また、現地において研技術水準が高く類似する

研究成果が他方にも存在する場合、優位性を持つ
研究であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：10点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にさ
れているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

海外（現地）に
おける実用化・
事業化への可
能性 
（配点：20点） 

 実用化・事業化のロードマップが具体的かつ明
確であり、実現が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 
 

市場ニーズに
対する販売・普
及戦略の妥当
性 
（配点：10点） 

研究成果の社会実装に向けた販売・普及戦略が明
確であり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究実施体制 
（配点：10点） 

社会実装に向けた参画機関数や連携が適切であ
り、また、参画機関の能力に応じた役割分担が適切
に行われているか。 
  また、研究総括者や参画研究者のこれまでの業
績等から見た、研究遂行能力が適切であるか。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

（注）「海外（現地）における技術の有用性・優位性」については、Ａは 30点、Ｂは 25点、
Ｃは 20 点、Ｄは 15 点、Ｅは 10 点とし、「海外（現地）における実用化・事業化への可
能性」については、Ａは 20 点、Ｂは 16 点、Ｃは 12 点、Ｄは８点、Ｅは４点とし、その
他の審査項目については、Ａは 10点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、80
点満点で評価点を算出する。 
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【項目２：行政的ポイント】（20点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

国内の農林水
産業・食品産業
への影響 
（配点：10点） 

研究成果が普及した場合、国内の農林水産業・食
品産業への影響が低いか。 

Ａ：影響が低い 
Ｂ：影響がやや低い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：影響がやや高い 
Ｅ：影響が高い 
の５段階で評価を行う 

市場ニーズに
対する販売・普
及戦略の妥当
性 
（配点：10点） 

研究成果の社会実装に向けた販売・普及戦略が明
確であり、実践的なものであるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは 8 点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、20 点満点で評価点を算出
する。 

 

【加算ポイント合計：30 点】 

 

【加算ポイント１：「知」の集積と活用の場等による取組】 

いずれかに該当する場合は、加算を行う。（２項目間の重複加算は行わない）（最大 20点） 

項目 加算の視点 基準 

「知」の集積と活用の場研究
開発プラットフォームから
の提案 

 「知」の集積と活用の場の研究開発プ
ラットフォームからの研究課題提案に
ついて、「知」の集積と活用の場の趣旨
に沿った活動実績に関する、以下の点
について確認 
（１）「知」の集積と活用の場産学官連

携協議会主催イベントへの参加状
況 

（２）研究開発プラットフォーム主催
イベント等の実施状況 

Ａ：20点（高い） 
Ｂ：10点（標準的） 
Ｃ：２点（低い） 
の３段階で確認を行う 

「研究ネットワーク」からの
提案 

「知」の集積と活用の場以外からの提
案であり、平成 28 年度補正予算「革新
的技術開発・緊急展開事業」のうち「研
究ネットワーク事業」で採択された研
究ネットワークから立ち上げられた研
究グループが、研究ネットワークの中
核となる拠点機関の了解を得て応募し
た提案の場合 

該当する場合は、６
点を加算する。 
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【加算ポイント２：若手研究者からの提案】（10 点） 

項目 加算の視点 基準 

若手研究者からの提案 

研究グループに参画する研究統括者
及び研究分担者の全てが令和４年４月
１日時点において、以下の（１）又は
（２）のいずれかの条件を満たす研究
者であること。 
（１）39歳以下の研究者 
（２）42 歳以下の研究者であって、出

産・育児・社会人経験等、研究に従
事していない期間を提案書に記載
し、研究に従事していない期間を
差し引くと、39歳以下となること 

該当する場合は、10
点を加算する。 

 

  



31 
 

開発研究ステージ（緊急対応研究課題） 審査基準 
【科学的ポイント 60点】＋【行政的ポイント 40点】＝100点満点 

 
 
【項目１：科学的ポイント】（60点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

新規性・先導
性・優位性 
（配点：10点） 

 現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏ま
えて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独創
性があるか。 
 技術水準が高く類似する研究成果が他方にも存在
する場合、先導性・優位性を持つ研究であるか。 
 また、緊急性の観点から必要性のある研究である
か。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

目標の明確性・
達成可能性 
（配点：10点） 

 目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にされ
ているか。 
 研究終了時までに目標の達成が可能であるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

実用化・事業化
に向けたロー
ドマップの妥
当性 
（配点：10点） 

 研究成果により想定される実用化・事業化のロー
ドマップが具体的かつ明確であるか。 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

生産現場等か
らの要望に対
する普及計画
の妥当性 
（配点：10点） 

研究成果の生産現場等への普及計画が明確であ
り、実践的なものであるか。  

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 

研究計画の妥
当性 
（配点：10点） 

 
年度毎の研究計画及び目標等は具体的で実現可能

であるか。  
 各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目間
のつながりが明確であるか。 
費用対効果の面から研究コストが適切な水準であ

るか。また、予算配分が効率的であり、人件費、設
備備品費及び外注費等で不要な経費が計上されてい
ないか。 
 
 

Ａ：妥当 
Ｂ：概ね妥当 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：妥当でない 
の５段階で評価を行う 
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研究実施体制 
（配点：10点） 

参画機関数や連携が適切であり、また、参画機関
の能力に応じた役割分担が適切に行われているか。 
  また、研究総括者や参画研究者のこれまでの業績
等から見た、研究遂行能力が適切であるか。 

Ａ：適切 
Ｂ：概ね適切 
Ｃ：一部見直しが必要 
Ｄ：見直しが必要 
Ｅ：適切でない 
の５段階で評価を行う 

（注）Ａは 10 点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは２点とし、60 点満点で評価点を算出
する。 

 
 
【項目２：行政的ポイント】（40点） 

審査項目 審査の視点 審査基準 

行政的な必要
性 
（配点：20点） 

行政的にみて、重要性、緊急性の観点から必要性
があるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

生産現場等か

らの必要性 

（配点：10点） 

研究成果が農林水産・食品分野の生産現場、実需
者等からのニーズがあるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

農林水産業・食
品産業への貢
献 
（配点：10点） 

 行政的にみて、研究成果が活用され普及・実用化
されることにより、農林水産業・食品産業への貢献
が期待できるか。 
 技術的な課題解決や新たな事業や市場の創出につ
ながる成果を生み出すことが期待されるか。 

Ａ：高い 
Ｂ：やや高い 
Ｃ：標準的である 
Ｄ：やや低い 
Ｅ：低い 
の５段階で評価を行う 

（注）「行政的な必要性」については、Ａは 20点、Ｂは 16点、Ｃは 12点、Ｄは８点、Ｅは４
点とし、その他の審査項目については、Ａは 10点、Ｂは８点、Ｃは６点、Ｄは４点、Ｅは
２点とし、40点満点で評価点を算出する。 


